
署長室からお知らせ 第1号R3.4.30

不定期刊

１．二酸化炭素消火設備の点検作業等における労働災害の防止について

令和３年４月15日、東京都新宿区のマンションの地下駐車場において、
二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備（以下「二酸化炭素消火設
備」という。）から二酸化炭素が放出され、地下駐車場内に充満したこと
により、死亡者４名を含む６名が被災する災害が発生しました。
災害原因等は現在調査中ですが、二酸化炭素消火設備の点検作業におけ

る災害防止上の留意事項その他関係者の皆様に徹底いただきたい事項につ
いて、当局労働基準部長からの文書が発出されました。
文書の写しを添付します（別添１）ので、ご覧ください。

設備点検の作業については、作業が短時間で終了するため、安全作業の
ための準備がおろそかになりがちです。
現に、当署管内でも、大規模な装置産業における設備点検作業中の死亡

災害が発生しています。
特に、労働基準部長文書の記の３（作業を安全に実施するための必要な

情報の共有）は、極めて重要な事項です。
関連業者の皆様、設備点検の注文者の皆様には、文書をよくお読みいた

だき、設備点検の安全施工に留意されますようお願いします。

２．テレワーク相談センターが開設されました

感染症防止の目的から、テレワークの採用を検討される企業が増えていま
す。
このたび、テレワーク相談センターが開設され、労務管理をどのようにし

たらよいかなど、電話やメールでの無料相談やオンラインコンサルティング
を無料で活用できるようになりました。
テレワーク相談センターのリーフレットを添付します（別添２）のでご覧

ください。
テレワークの採用検討の一助となるものと思われますので、どうぞ気軽に

ご利用ください。

いわき労働基準監督署
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地下駐車場等に使用される二酸化炭素消火設備 

の点検作業等における労働災害の防止について 

 

 労働行政の推進につきましては、日頃から格別の御理解と御協力を賜り厚く

御礼申し上げます。 

令和３年４月 15 日に東京都新宿区のマンションの地下駐車場において、二

酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備（以下「二酸化炭素消火設備」と

いう。）から二酸化炭素が放出され、地下駐車場内に充満したことにより、死

亡者４名を含む６名が被災する災害が発生したところでです。 

本件災害の発生原因については調査中であり、現時点では明らかとなってい

ない状況ですが、昨年 12 月には愛知県名古屋市、本年１月には東京都港区に

おいても同種の労働災害が発生しているところであり、類似の二酸化炭素消火

設備が設置された建築物における同種災害の防止を図る必要があります。 

このような状況を踏まえ、令和３年４月 15 日付けにて消防庁予防課長から

各都道府県消防防災主幹部長及び東京消防庁・各指定都市消防長あて別添のと

おり注意喚起がなされたところですが、二酸化炭素消火設備の点検作業等に伴

う労働災害の防止に当たっては、適切な安全衛生管理体制のもと、想定される

リスクに応じた対策を講ずることが必要であることから、点検作業等に関係す

る者が留意すべき事項を下記のとおり定めたので、別添に加え、下記に留意の

上、二酸化炭素消火設備の点検作業等における労働災害防止に万全を期すよ

う、会員事業場に対する周知に格別のご配慮を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

記 

 

１ 二酸化炭素消火設備の点検に当たっての基本的な考え方 

マンションの地下駐車場等の消火設備として使用される二酸化炭素消火設



備については、火災が発生した区域をシャッター等により外気と遮断し、短

時間で内部を二酸化炭素等の不活性ガス（以下「二酸化炭素等」という。）で

充満させることにより、火災の消火を図ることを目的としているため、一般

に二酸化炭素等が高圧な状態で使用されている。 

このため、点検作業等の際の誤作動や誤操作により、二酸化炭素等が放出

された場合、高濃度の二酸化炭素には毒性（麻酔性）があるほか、作業場所

の酸素濃度が急激に低下するおそれがあるため、点検作業時の有資格者の立

会や二酸化炭素消火設備の適切な取扱いなど、消防関係法令等に基づく措置

に加え、以下に掲げる事項に留意の上、適切な安全衛生管理体制のもと、定

められた手順に沿った作業を実施することが重要である。 

 

２ 関係事業者等の責務 

（１）共通事項 

  ア 二酸化炭素消火設備の点検作業等の発注者となる駐車場等の施設管理

者、点検作業等を請け負う元方事業者、点検作業等を直接担当する関係

請負人それぞれが役割に応じ、労働安全衛生関係法令を遵守するととも

に、作業に応じた具体的な労働災害防止措置、緊急事態発生時の適切な

対応等を行うこと。 

イ 一般に二酸化炭素消火設備の点検作業等は作業期間が短期間であるこ

とから、発注者（施設管理者）、元方事業者及び各関係請負人それぞれの

役割を明確にするとともに、作業の目的、内容、手順等を作業に当たる

者に予め十分理解させた上で作業を行わせること。 

（２）発注者（施設管理者）が実施すべき事項 

  ア 点検作業等の対象施設や設備の構造、取扱上の留意点に関する情報に

ついて、下記３により元方事業者に対して共有すること。 

  イ 発注に当たっては、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある

条件を付さないよう配慮すること。 

（３）元方事業者が実施すべき事項 

  ア 労働災害防止上必要な安全衛生管理体制の確保や労働者の負傷や健康

障害を防止するために必要な措置の実施など、労働災害を防止するため

の事業者責任を全うする能力を有する事業者に仕事を請け負わせるこ

と。 

  イ 発注者（施設管理者）から提供を受けた上記（２）アの情報につい

て、下記３により関係請負人に漏れなく共有すること。 

  ウ 上記イの情報等を踏まえ、点検作業等において想定される労働災害を

防止するための措置も含めた作業計画を策定し、当該作業計画に基づき

作業を行うこと。一般に点検作業等は作業期間が短期間であることか

ら、作業計画の策定に当たっては、必要に応じ、関係請負人と役割分担

のもと行うこと。 

エ 作業開始前の打合せ等の場を活用し、関係請負人との間及び関係請負



人相互間における作業間の連絡・調整を確実に行うこと。 

オ 点検作業等を実施する作業場所において、作業を統括する者を選任

し、上記エの連絡・調整を行わせること。 

カ 発注者（施設管理者）と連携の上、点検作業中に二酸化炭素消火設備

又はその付近に関係者以外の者が立ち入ることがないような措置を講ず

ること。 

キ 仕事の一部を他の事業者に請け負わせる場合には、安全で衛生的な作

業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮すること。 

（４）関係請負人が実施すべき事項 

  ア 上記（３）イにより共有された情報等を踏まえ、必要に応じ、元方事

業者と役割分担のもと、点検作業等において想定される労働災害を防止

するための措置も含めた作業計画を策定するとともに、具体的な作業手

順を定め、当該作業計画や作業手順に基づき作業を行うこと。 

イ 元方事業者による作業間の連絡・調整の措置のうち、当該請負人に関

する事項について、関係者に周知させ、これを確実に実施すること。 

ウ 点検作業等を実施する作業場所において、作業を統括する者との連

絡・調整を担当する者を選任し、上記イの連絡・調整を行わせること。 

エ 請け負った仕事の一部を他の事業者に請け負わせる場合には、上記

（３）アに留意の上、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある

条件を付さないように配慮するとともに、上記（３）イの情報について

下記３により、仕事を請け負わせた関係請負人に漏れなく共有するこ

と。 

 

３ 作業を安全に実施するための必要な情報の共有 

（１）安全衛生教育や作業開始前のミーティングなどの機会を捉え、二酸化炭

素の人体に対する危険性や二酸化炭素消火設備の適正な取扱方法、作業手

順、緊急事態発生時の避難方法など、点検作業等の実施に当たって必要な

情報を関係事業者及びその労働者に周知しておくこと。 

（２）点検作業等の対象施設や設備の構造、取扱上の留意点に関する情報につ

いて、作業依頼書や作業指示書等に明示するなどにより、関係請負人の作

業者まで漏れなく共有すること。 

 

４ 点検作業等の際の連絡方法の確立 

一般に二酸化炭素消火設備は、消火装置の操作を行う場所と二酸化炭素等

の容器が設置されている場所が離れている場合が多いため、点検作業及び点

検後の動作確認を安全に実施することができるような連絡方法を確立の上、

作業に当たる者に周知しておくこと。 

 

５ 緊急時の対応 

  二酸化炭素消火設備の誤作動や点検作業中の誤操作等により、二酸化炭素



等が放出された場合の対応（避難経路、救護方法、保護具、救急連絡体制

等）について、予め関係者が協議の上定め、点検作業等に当たる者に周知し

ておくこと。 



消 防 予 第 1 8 7号 

令和３年４月15日 

各都道府県消防防災主管部長 

東京消防庁･各指定都市消防長 

消 防 庁 予 防 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

東京都新宿区における二酸化炭素消火設備の放出事故を受けた注意喚起について 

本日、東京都新宿区において、二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備（以

下「二酸化炭素消火設備」という。）から何らかの理由で二酸化炭素が放出され、死

者４名、負傷者２名を出す事故が発生しました。これまで、消防庁においては、昨年

12月の愛知県名古屋市や本年１月の東京都港区における二酸化炭素消火設備の放出

事故の発生を踏まえ、「二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について」（令和２年

12月23日付け消防予第410号。以下「410号通知」という。別添１参照）及び「東京都

港区における二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について」（令和３年１月28日付

け消防予第22号。以下「22号通知」という。別添２参照）により安全対策の徹底をお

願いしているところです。 

本日の事故の原因については、関係機関による調査が行われており、現時点では明

らかとなっていませんが、類似の事故発生を防止するための当面の対応として、410

号通知及び22号通知の内容のほか、下記の事項について、建物関係者に対し、注意喚

起を行っていただくようお願いします。 

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の各市町村（消防の事

務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、この旨周知していただけますようお

願いします。 

なお、このことについては、一般財団法人日本消防設備安全センター、一般社団法

人日本消火装置工業会及び公益社団法人立体駐車場工業会に対し、それぞれ別添３、

別添４及び別添５のとおり通知していることを申し添えます。 

記 

１ 二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等が行われる場合は、誤作動

や誤放出（以下「誤作動等」という。）を防止するため、第三類の消防設備士又

は二酸化炭素消火設備を熟知した第一種の消防設備点検資格者が立ち会って監督

を行うことにより、必要な安全対策の管理がなされる体制を確保すること。 

殿 



２ 二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等を開始する際は、その都度、

当該工事等の従事者に対し、消火剤が放出されないよう閉止弁を閉止する等の措

置を講じた上でなければ当該工事等を開始しないなど、必要な安全対策の内容に

ついて説明し、当該安全対策の確実な履行を徹底すること。 

haryuut
フリーテキスト
（注：別添文書は省略しました）



haryuut
フリーテキスト
別添２
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